
 

 

 

（令和７年習志野市議会第１回定例会） 

 

議案第１号 

 

令和７年度習志野市一般会計予算 

 

 

 

上記の議案に対する修正案を別紙のとおり地方自治法第１１５条の３及び

会議規則第１７条の規定により提出します。 

 

  令和７年３月２４日 

 

習志野市議会議長 

    佐々木 秀 一  様 

提出者  習志野市議会議員   大 宮 こうた 

       賛成者  習志野市議会議員  谷 岡   隆 

        〃      〃      木 村   孝 

        〃      〃      宮 内 一 夫 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙（修正案） 

 

議案第１号令和７年度習志野市一般会計予算に対する修正案 

 

議案第１号令和７年度習志野市一般会計予算の一部を次のように修正する。  

 

第１条第１項中「７６，４００，０００千円」を「７５，９９２，３７３

千円」に修正し、同条第２項「第１表 歳入歳出予算」の一部を次のように

修正する。 

 

第１表 歳入歳出予算  

    （抹消したのは原案、その上に記入したのが修正案） 

 

 歳入                        （単位 千円） 

款 項 金額 

１８繰入金  ４，４４３，５２４  

 ４，５３３，４５１  

１基金繰入金 ４，４４３，５２４  

 ４，５３３，４５１  

２０諸収入  ２，８６２，２９１  

２，９１０，２９１  

６雑入 １，９１７，４０４  

１，９６５，４０４  

２１市債  ５，９０９，８００  

６，１７９，５００  

１市債 ５，９０９，８００  

６，１７９，５００  

歳 入 合 計 
７５，９９２，３７３  

７６，４００，０００  

 

 

 

 



 

 

 

歳出                        （単位 千円） 

款 項 金額 

１０教育費  １２，６４４，９２４  

１３，０５２，５５１  

７保健体育費 ２，４２３，９０２  

２，８３１，５２９  

歳 出 合 計 
７５，９９２，３７３  

７６，４００，０００  

 



 

 

 

第４条「第４表 地方債」の一部を次のように修正する。  

 

第４表 地方債 

    （抹消したのは原案、その上に記入したのが修正案） 

（単位：千円）  

起債の目的  限度額  起債の方法 利  率  償還の方法  

教  育  債  

義務教育施設整備事業債 

高等学校施設整備事業債 

社会体育施設整備事業債 

 

社会教育施設整備事業債 

 

３，６１１，２００ 

２０４，７００ 

１１５，６００ 

３８５，３００ 

３４６，６００ 

普 通 貸 借

又 は 

証 券 発 行 

５．０％以内  

（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、

利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の

利率） 

起債の日から据置期間を

含め４０年以内において元利

均等、元金均等または満期

一括償還する。政府資金を

借り入れる場合は、その融資

条件による。  

ただし、償還期間内におい

て繰上償還、償還期間の短

縮ならびに低利債への借り換

えをすることができる。  

合       計  
５，９０９，８００ 

６，１７９，５００ 

   

 

 


